
2025年2月17日更新

案件No. 案件No.

※令和６年４月１日より前に、有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止又は主要な施
　設等を除却したことによる調査は公開対象ではありません。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)
第１１８条の２に基づく　土壌汚染情報公開台帳(基準適合台帳)

現在、江東区内の基準適合台帳は１件です。

住居表示 住居表示

青海 なし ‐

有明 なし ‐

石島 なし ‐

海の森 なし ‐

海辺 なし ‐

永代 なし ‐

枝川 なし ‐

越中島 なし ‐

扇橋 なし ‐

大島 なし ‐

亀戸 なし ‐

北砂 なし ‐

木場 なし ‐

清澄 なし ‐

佐賀 なし ‐

猿江 なし ‐

塩浜 なし ‐

潮見 なし ‐

東雲 なし ‐

白河 なし ‐

新大橋 なし ‐

新木場 なし ‐

新砂 なし ‐

住吉 なし ‐

千石 なし ‐

千田 なし ‐
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高橋 なし ‐

辰巳 なし ‐

東陽 なし ‐

常盤 なし ‐

富岡 なし ‐

豊洲 なし ‐

東砂 なし ‐

平野 なし ‐

深川 なし ‐

福住 なし ‐

冬木 なし ‐

古石場 2-15-1 1

牡丹 なし ‐

南砂 なし ‐

三好 なし ‐

毛利 なし

森下 なし ‐

門前仲町 なし ‐

や行 夢の島 なし ‐

わ行 若洲 なし ‐

埋立地 なし ‐

その他 なし ‐
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（環境確保条例第118条の２）

＜留意事項＞
※1土壌等の汚染状況における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査の結果、調査契機時の基準値において適合している旨を指します。
※2汚染状況調査は試料採取等対象物質についてのみ実施しています。
※3基準適合と記載のある場合であっても、条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壌調査の結果等は含まれないことから、該当の土地について土壌汚染がないことを保証するものではありません。
※4汚染のおそれ無とは、汚染状況調査において、対象の工場又は指定作業場が特定有害物質の使用・排出等したことによる土壌汚染のおそれが確認されなかった旨を指します。
※5所在地は調査対象区域として設定した範囲を示します。

土壌等の
汚染状況

汚染状況調査の方法
等に関する特記事項

土壌汚染情報公開台帳（基準適合台帳）

案件No. 整理番号 調製契機 報告年月日 所在地
調製・訂正
年月日

工場又は指定作業場の名称
（土地の改変に係る事業の名称）

調査対象地
面積

試料採取等対象物質

ふっ素 基準適合
古石場2丁目15番1、同番7、同番8 （地番）

㎡

（地番）
㎡

古石場2丁目15番1号 （住居）
マルヲ商事株式会社

（住居）

（地番）

417 ㎡1 108-0-24001 第116条第1項第1号 令和6年12月26日
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